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あいち 

食品工業技術センターニュース 

●平成２８年度 愛知のふるさと食品コンテスト」が開催されました。 

７月２７日（水）午後２時より、当センターにお

いて、「平成２８年度 愛知のふるさと食品コンテ

スト」の審査会が開催されました。 

本コンテストは、県産農林水産物を活用した加工

食品の新たな需要を掘り起こし、農林水産物の生産

振興に資することを目的に開催され、応募のあった４２

件の食品の中から、株式会社サンショクの「キャベコロ

(カレー味)」が最優秀食品に選定されました。 

この製品は、一般財団法人食品産業センターが主催す

る全国規模のコンクールである「平成２８年度 優良ふ

るさと食品中央コンクール」に愛知県代表として推薦さ

れ ま す 。 詳 細 に つ い て は 、 愛 知 県 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shokuiku/furusato-

kekka.html

をご覧ください。 

●「サイエンス実践塾」が開催されました。

愛知県では理工系の魅力を知ってもらうために「見て、

体験して、考える」をテーマとした「サイエンス実践塾」

を開催しています。その一環として、当センターでは 8 月 3

日（水）に「食物アレルギーの知識を深めよう」をテーマ

に、以下の要領で実施しました。 

【内 容】食物アレルギーの知識を深めよう 

① 講義：食物アレルギーとは 

② 講義：食品表示について 

③ 実習：食品中の食物アレルギー物質の検出  

 当日は、プリマハム株式会社基礎研究所の加藤重城課長

を講師にお招きし、県内の高校生・中学生２１名が食物ア

レルギーに関する基礎知識と食品表示に関する法規等につ

いて説明をうけた後、実際にイムノクロマト法を用いたア

レルゲンの検出について体験しました。 

今月の内容  ● ト ピ ッ ク ス 

● 技 術 解 説「機 能 性 表 示 食 品 に つ い て」

ト ピ ッ ク ス 
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１．はじめに

「保健機能食品制度」とは、多種多様な健

康食品が流通する中で、消費者が正しい判断

で健康食品を選択し、適切に摂取できるよう

に、一定の規格基準、表示基準を定め、その

基準に適合する健康食品を「保健機能食品」

(表)と称することができる制度です。「機能性

表示食品」が創設される以前、「保健機能食品」

として食品の機能性を表示できるのは「特定

保健用食品」と「栄養機能食品」に限られて

いました。「特定保健用食品」は、許可が下り

て販売できるまで時間がかかること、「栄養機

能食品」は規格基準が定められた栄養成分以

外は機能性の表示ができないこと等、それぞ

れ課題がありました。そこで、機能性を表示

できる商品の選択肢を増やせるように平成

27 年に「機能性表示食品」が新たに創設され

ました。「機能性表示食品」は食品表示法第 4
条第 1 項の規定に基づく食品表示基準（平成 

27 年内閣府令第 10 号）に規定されていま

す。今回は「機能性表示食品」の制度を紹介

します。 

２．機能性表示食品について 

「機能性表示食品制度」は国が定めた「機

能性表示食品の届出等に関するガイドライ

ン」に基づき、事業者が消費者庁長官に販売

日の 60 日前までに届出をすることで、食品の

機能性を表示できるようになる制度です。届

出の際は、対象食品となるかの判断、安全性

の根拠、生産・製造及び品質管理、健康被害

の情報収集体制、機能性の根拠、食品表示基

準に基づいた表示(パッケージ)見本を届出書

に記載する必要があります。機能性の根拠と

しては臨床試験だけでなく、研究レビューで

も申請することができます。研究レビューは

最終製品又は機能性関与成分に関して行いま

すが、恣意的な論文抽出による不適切な機能

性の評価を防ぐために、査読付き論文等の広

く入手可能な文献から、肯定的、否定的内容

及び研究デザインを問わず検討し、総合的に

「機能性あり」と判断される必要があります。

「機能性表示食品」は事業者が届出した内

容を「届出表示」として記載できるので、こ

れまでの制度では表示できなかった機能性を

記載できます。それにより、商品がどのよう

な機能性を持っているかがより分かりやすく

なり、その商品を買ってもらいたい消費者に

機能性をアピールすることができます。医薬

品と違い、「診断」、「予防」、「治療」、「処置」

等の医学的表現、治療効果、予防効果を暗示

「機能性表示食品」について 

表 保健機能食品の位置づけ 

医薬品

機能性表示食品

（届出制）

栄養機能食品

（自己認証制）

特定保健用食品

（個別許可制）

・保健機能の

表示、栄養成

分の機能を表

示できない。

・国への届出だけで

表示できる。

・事業者責任で、届

出に機能性を表示で

きる。

・国が定めた栄養成

分を一定基準内で含

んでいれば、国に届

出しなくても機能性

を表示できる。

・国が定めた機能性

と表現でのみ表示で

きる。

・食品ごとに国が審

査・評価し、表示が

許可される。

・国が許可した機能

性を表示できる。

・病気の診断、治

療や予防のために

使用するものであ

る。

・製造、輸入、販

売にに厚生大臣又

は都道府県知事の

許可が必要。

いわゆる

「健康食品」

保健機能食品

健康食品

医薬品

（医薬部外品を含

む）
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する表示はできません。 

また、国の個別審査を受けず、届け出のみ

なので販売可能になるまで、期間が短く、ま

た科学的根拠の証明にかかる費用が一般的に

安く済みます。届出情報は消費者庁の Web サ

イトに開示されているので、安全性の評価等

の正確な情報を消費者に開示でき、事業者へ

の信頼性を高めることに繋がります。しかし、

機能性の表示内容は事業者責任となるため、

事業者はより大きな責任を持たなくてはなり

ません。 

3．おわりに

機能性表示食品制度が創設されてから一年

三か月以上経ち、すでに「機能性表示食品」

の数は 300 以上となっています。また「機能

性表示食品」の創設で、「特定保健用食品」の

申請が減ったかというと、そうではありませ

ん。「特定保健用食品」が国の審査を通ってい

ることを「機能性表示食品」に対しての優位

点として考える事業者もいる為、昨年(平成

27年)の許可数は一昨年(平成26年)より増え

ています。そのような状況で消費者に商品を

選んでもらうには、新しい機能性をもった成

分の探索も必要になってくると考えられます。

当センターでは、各種機能性成分について、

技術相談や分析等を行っておりますので、お

気軽にお問い合わせください。
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